
 見附市空家等の適正管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに

公布する。 

  令和６年１０月１日                 

                    見附市長  稲 田  亮 

見附市規則第１５号 

見附市空家等の適正管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

見附市空家等の適正管理に関する条例施行規則（令和３年見附市規則第１１号）

の一部を次のように改正する。 

第３条第１項中「範囲において、」の次に「法第９条第２項に基づき」を加える。 

 第１３条を削る。 

 第１２条の見出し及び同条第１項中「見附市」の次に「管理不全空家等及び」を

加え、同条を第１３条とする。 

 第１１条第１項中「から徴収する」を「に負担させる」に改め、同条第３項を削

り、同条を第１２条とする。 

 第１０条第１号中「様式第１３号」を「様式第２０号」に改め、同条第２号中「様

式第１４号」を「様式第２１号」に改め、同条第３号中「様式第１５号」を「様式

第２２号」に改め、同条を第１１条とする。 

 第９条中「空家等の適正管理に関する」を削り、「様式第１２号」を「様式第１

８号」に改め、同条に次の１項を加える。 

２ 法第２２条第１３項の規定による公告は、標識（様式第１９号）によるものと

する。 

第９条を第１０条とする。 

 第８条第１項中「空家等の適正管理に関する命令に対する」を削り、「様式第１

０号」を「様式第１６号」に改め、同条第２項中「空家等の適正管理に関する命令

に対する」を削り、「様式第１１号」を「様式第１７号」に改め、同条を第９条と

する。 

 第７条中「空家等の適正管理に関する勧告書（様式第９号）」を「特定空家等勧

告書（様式第１５号）」に改め、同条を同条第２項とし、同条に第１項として次の

１項を加える。 



市長は、法第１３条第２項の規定による勧告をするときは、管理不全空家等勧

告書（様式第１４号）により行うものとする。 

第７条を第８条とする。 

 第６条中「空家等の適正管理に関する助言及び指導書（様式第８号）」を「特定

空家等助言及び指導書（様式第１３号）」に改め、同条を同条第２項とし、同条に

第１項として次の１項を加える。 

市長は、法第１３条第１項の規定による指導をするときは管理不全空家等指導

書（様式第１２号）により行うものとする。 

 第６条を第７条とする。 

 第５条第１項中「前条第１項」を「第４条第１項及び前条第１項」に改め、「登

載された」の次に「管理不全空家等又は」を加え、「様式第６号」を「様式第１０

号」に改め、同条第２項中「係る」の次に「管理不全空家等又は」を加え、「様式

第７号」を「様式第１１号」に改め、同条を第６条とする。 

 第４条第１項中「前条第１項」を「第３条第１項」に、「別表の特定空家等認定

基準」を「別に定める調査票」に改め、「空家の危険性を」を削り、「様式第２号」

を「様式第６号」に改め、「以下「」の次に「特定空家等」を加え、「様式第３号」

を「様式第７号」に改め、同条第２項中「前項の」の次に「特定空家等」を加え、

「様式第４号」を「様式第８号」に改め、同条第３項中「特定空家等が」及び「認

定基準」を削り、同条第３項中「様式第５号」を「様式第９号」に改め、同条を第

５条とする。 

 第３条の次に次の１条を加える。 

（管理不全空家等の認定） 

第４条 前条第１項の規定による立入調査を行った場合は、別に定める調査票に基

づき判定することとし、管理不全空家等に認定するときは、管理不全空家等認定

リスト（様式第２号。以下「管理不全空家等認定リスト」という。）及び管理不

全空家等認定台帳（様式第３号）を作成する。 

２ 前項の管理不全空家等認定リストに管理不全空家等を登載したときは、当該管

理不全空家等の所有者等へ管理不全空家等認定通知書（様式第４号）により通知

するものとする。 



３ 市長は、第１項に規定する管理不全空家等に該当しなくなったと認めるときは、

当該管理不全空家等の所有者等へ管理不全空家等認定取消通知書（様式第５号）

により通知するものとする。 

 別表を削る。 

 様式第１６号（第１１条関係）を削る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 様式第１４号（第１０条関係）を次のように改め、同様式を様式第２１号（第１

１条関係）とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１５号（第１０条関係）を次のように改め、同様式を様式第２２号（第１

１条関係）とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 様式第１３号（第１０条関係）を次のように改め、同様式を第２０号（第１１条

関係）とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 様式第１２号（第９条関係）を次のように改め、同様式を様式第１８号（第１０

条関係）とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 様式第１８号（第１０条関係）の次に次の１様式を加える。 

様式第１９号（第１０条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 様式第１１号（第９条関係）を次のように改め、同様式を様式第１７号（第９条

関係）とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 様式第１０号（第８条関係）を次のように改め、同様式を様式第１６号（第９条

関係）に改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 様式第８号（第６条関係）及び様式第９号（第７条関係）を削る。  

 様式第７号（第５条関係）を次のように改め、同様式を様式第１１号（第６条関

係）とし、同様式の次に次の４様式を加える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   様式第１２号（第７条関係） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   様式第１３号（第７条関係） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   様式第１４号（第８条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   様式第１５号（第８条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 様式第６号（第５条関係）を次のように改め、同様式を様式第１０号（第６条関

係）とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 様式第５号（第４条関係）を次のように改め、同様式を様式第９号（第５条関係）

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 様式第４号（第５条関係）を次のように改め、同様式を様式第８号（第５条関係）

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 様式第３号（第４条関係）を次のように改め、同様式を様式第７号（第５条関係）

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 様式第２号（第４条関係）を次のように改め、同様式を様式第６号（第５条関係）

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 様式第１号（第３条関係）の次に次の４様式を加える。 

   様式第２号（第４条関係） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   様式第３号（第４条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   様式第４号（第４条関係） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   様式第５号（第４条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

 


